
報道取材情報                             発表日 令和７年 10月 31日（金） 

沼津市  

案件名  農地の課税軽減特例措置の誤適用について【固定資産税（農地）の課税誤り】 

担 当  産業振興部 農林農地課 直通 055-934-4757 

財務部 資産税課 直通：055-934-4737 

 

地方税法附則第 15 条第 31 項の規定に基づく、農地所有者が全ての農地（所有者自身が耕

作する 10アール未満の農地を除く）を一定の条件のもと、農地中間管理機構に貸し付けた際、

固定資産税の課税標準額が２分の１に軽減される特例措置について、制度の適用条件を誤認

し、本来対象とならない納税者に対し、誤って軽減措置を講じてしまいました。 

対象となる納税者の皆様には心からお詫び申し上げるとともに、今後このようなことがな

いよう、再発防止に努めてまいります。 

 

１ 対 象 者  27名 

 

２ 追 徴 額  17名 50,400円 

（その他 10 名は免税点未満により固定資産税が課税されないため追徴なし） 

 

３ 経   過  令和７年８月 農林水産省からの通知に基づき課税内容の調査を実施。 

         令和７年９月 農林農地課（農業委員会事務局）が制度の適用条件を誤

認し、誤った情報を資産税課に提供していたことが発覚

したため、既適用者に対する調査を実施。 

          令和７年 10月 27名に対し、誤って軽減措置を講じていたことが判明。 

 

４ 誤 認 内 容  ①所有する「全ての農地」を沼津市内に所有する全ての農地のみと誤認

してしまったため（正しくは対象者が他市町村に所有する全ての農地

も含む）【追徴対象者２名 合計 2,200円】。 

②同一年（１/２～翌年１/１）に全ての農地を貸し付けることが適用条

件であったが、複数年にかけて全ての農地を貸し付けた場合も適用さ

れるものと誤認してしまったため【追徴対象者 15名 合計 48,200円】。 

 

５ 今後の対応  対象者に対し、お詫びのご連絡及び経緯を説明するとともに、追徴対象

者 17名に対して、納税を依頼する。 

 

６ 再発防止策  本制度にかかる業務のマニュアル化及び担当課間での相互チェック体制

の強化を図る。 


